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 本研究は，第 12 次労働災害防止計画に記載された対策の視点として諸外国の労働安全衛生管理に目を向け調査

分析し，欧米等の制度で日本においても労働災害の減少が見込めるものについては，日本の優位な点を考慮して新た

な対策として厚生労働省等に提言し，施策や規制の国際的整合性を担保することに貢献することを目的とした．研究の

成果としては，建設業における英国やシンガポールの安全衛生の最新の制度について，日本に導入可能な制度として

厚生労働省等に提言し，法令や第 13 次労働災害防止計画に反映されるなどの成果を得るとともに，アジア各国やこれ

らの国に進出している日本企業に情報提供した． 

 

 
――――――――――――――――――――――――― 

1 研究の背景と目的 
――――――――――――――――――――――――― 

日本の労働安全衛生は，昭和 47 年に制定された労働

安全衛生法等により飛躍的に向上し，労働災害による死

亡者数は制定当時の 5600 人から 1000 人以下にまで減

少した．また，休業 4 日以上の業務上疾病者数も，約 3

万人から 7000 人台までに減少している．しかし，その

減少数は近年横ばい状態にあり，新たな対策について検

討することが重要と考えられる．このような状況の中，

第 12 次労働災害防止計画において，労働安全衛生総合

研究所の調査研究活動等を通じて国際動向を踏まえた施

策推進が掲げられている． 

そこで本研究では，第 12 次労働災害防止計画に記載

された対策の視点として諸外国の労働安全衛生管理に目

を向け調査分析し，欧米等の制度で日本においても労働

災害の減少が見込めるものについては，日本の優位な点

を考慮して新たな対策として厚生労働省等に提言し，施

策や規制の国際的整合性を担保することに貢献すること

を目的とした． 
――――――――――――――――――――――――― 
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本研究の成果は国内外に発信し，特に日本企業の進出

が著しい ASEAN 諸国等に情報提供すること等により，

これらの国々の安全衛生水準向上への貢献も目指すこと

とした． 

――――――――――――――――――――――――― 

2 研究の方法 
――――――――――――――――――――――――― 

産業安全分野（特に建設安全等），労働衛生分野（特

に職業病統計等）を中心に，欧米における制度等の動向

を調査，把握し，リスク・ベース・アプローチなどの安

全衛生管理についての優れた制度，体系，手法等を参考

に，日本の現場管理の優れた制度を考慮して，新たな労

働安全衛生管理手法を提案する． 

産業安全分野では建設安全を主に対象として，諸外国

の制度の調査と新たな施策の提言を行った．研究方法は

以下のとおりである． 

①欧米等の法制度，安全衛生施策，実態を調査し，優れ

た部分は日本の制度への取り入れの検討を行う．調査対

象とした国は，英国，米国，ドイツ，およびアジアの中

でも進んだ安全衛生管理が行われていると考えられるシ

ンガポールとした． 

②これらの調査結果を踏まえ，日本の優れた制度を考慮

して，新たな労働安全衛生管理手法を提案し，国際ワー

クショップ等を通じ厚生労働省等に提言する． 

③成果は国内外の研究集会等を通じ情報発信するととも

に，アジア各国（特に ASEAN 諸国）や，これらの国に
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進出している日本企業へも情報提供すること等により，

アジア各国の安全衛生水準向上への貢献も目指す． 

労働衛生分野の研究方法は以下のとおりである． 

労働安全衛生統計は労働災害・職業性疾病の予防対策

を推進するために重要である 1-4)．特に，国際動向や各国

の施策や規制の状況を踏まえて，日本おける様々な業種

に見合った労働安全衛生施策を推進する際に，水準の高

い労働災害・職業性疾病統計を持つことは，適切な施策

を立案し評価する際の要となる． 

職業病統計情報の量・質は各国に特徴があり，諸外国

の好事例から学ぶことは有用であることから，職業性疾

病の統計に注目し，諸外国の情報，国内での指摘事項な

どに関する調査研究を行い，諸外国における労働安全衛

生に関する施策や規制の動向調査と展開に資する検討を

行う． 

本研究のフローを図 1 に示す． 

 

 

図 1 本研究のフロー 

 

――――――――――――――――――――――――― 
3 研究成果の概要 

――――――――――――――――――――――――― 

1)  労働安全衛生に関する国際ワークショップの開催 

2017 年 2 月 15 日〜2 月 16 日に，当研究所の清瀬地

区において「労働安全衛生に関する国際ワークショップ

（IWOSH2017）」（以下，国際 WS とする）を開催し

た． 

本国際 WS は，英国及び米国の労働安全衛生政府機関

の専門家と日本の専門家が一堂に会して，「労働安全衛

生における許容される Risk の考え方－安全目標の考え

方」を中心に各国の考え方や政策について討議し，今後

の労働安全衛生対策の方向性等について検討することを

目的として開催したものである． 

初日は，クローズドセッションとして開催し，労働安

全衛生に関する討議を中心に行った．二日目は，オープ

ンセッションとして講演会形式で開催し，全部で 8 題の

講演が行われ，一般の方が参加できるよう日英，英日同

時通訳の下で行った 5)．120 名の参加があり，参加者か

らは労働安全衛生に関する活発な質疑や提案がなされ

た． 

講演終了後，初日の討議の内容を踏まえ全体討論を行

った（図 2 参照）．その際，国際 WS の成果として，今

後の労働安全衛生対策の方向性等について次の事項の必

要性を提言した 5)． 

・リスクゼロを目指すべきではあるがリスクは必ず存在

するものなので，許容できるリスクを設定して，合理

的に実行可能な範囲でできる限りリスクを低減すべき

である． 

・建設や化学産業等，日本では施工時や運用時のリスク

アセスメントが中心であるが，できる限りリスクを低

減するために英国の CDM*1)や米国の PtD*2)のように，

計画や設計段階からリスクアセスメントを実施する必

要がある． 

・それと同時に，KY 活動等によるボトムアップ型の安

全活動は，リスクアセスメントのようなトップダウン

型の労働安全衛生対策にはない利点があるため，両者

をうまく融合していくことも重要である． 

・労働災害の原因調査，ハザード評価はリスクを特定し

対策を検討するためにも非常に重要である． 

・労働者の高齢化が進んでいる現状を踏まえ，今後は，

若年労働者の対策に加え，高齢者の労働災害を考慮し

た安全衛生対策を検討する必要がある． 

以上のように，国際 WS の開催により，今後の労働安

全衛生対策の新たな課題や方向性等を示すことができ

た．本研究も国際 WS を一つのステップとして，以降に

述べる研究を実施した． 

*1) CDM：Construction (Design and Management) 

Regulations の略で，英国の建設業における安全衛生に

関する規則であり，建設プロジェクトの計画から維持管

理・解体までのすべての段階における，発注者，設計者，

施工者，労働者の責務等について規定したもの． 

*2) PtD：Prevention through Design の略で，建設プロ

ジェクトのリスクやハザードについて設計段階から検討

することにより，これらを最小限にできるという考え方

で，米国等において提唱されている． 

 

 

図 2 国際ワークショップの開催状況 

2016年度 2017年度 2018年度
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新たな労働安全
衛生管理手法
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情報提供

政策提言
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2) 諸外国における建築物等の設計段階から考える安全

衛生管理手法の調査 

本調査では，英国とシンガポールの最新の建設プロジ

ェクトの労働安全衛生対策に関する制度の特徴を調査し

た．その結果を受けて，日本の建設業における安全衛生

について今後の展望を述べる． 

英国では，CDM2015 により，各パーティーの役割と

責務を規定しており，それらは以下のとおりである． 

・発注者の役割と責務：建設プロジェクトに係る適切な

経費および工期の提供． 

・主設計者の役割と責務：施工前の安全衛生に係わる計

画，管理，監視，調整，情報共有を行うこと． 

・設計者の役割と責務：建設プロジェクトに係る予測可

能なリスクを出来る限り除去，残留リスクの情報共有． 

・施工者の役割と責務：施工における残留リスクを合理

的に実施可能な範囲内で除去または低減． 

 また，シンガポールにおいては，英国の CDM2015 と

同様に各パーティーの役割と責務を規定しているととも

に，建設プロジェクトの流れに応じたデザインレビュー

の実施，チェックリストを活用したリスク登録をガイド

ラインにおいて示している． 

したがって，日本の建設工事における安全衛生対策は，

以下に示す事項を積極的に導入する必要があると提言さ

れている 6)． 

①設計段階（企画，基本設計及び実施設計）において，

施工，供用，維持管理，補修，解体中に想定されるリス

クを同定・除去するとともにその結果を記録・保存し，

それらのリスク情報を設計段階から発注者，設計者等の

建設プロジェクト関係者が共有すること（リスク登録）． 

②設計段階でそれらのリスクを除去できなかった場合，

また低減させたとしても許容できるリスクではなかった

場合には，施工段階でそれらのリスクを除去・低減させ

るため，施工者に伝達すること． 

③建設プロジェクトにおける労働災害防止対策の本質

は，発注者，設計者，施工者等が協力し，設計から施工，

供用，維持管理，補修および解体の建設プロジェクトの

一連の流れの中で，より上流からリスクを除去又は低減

するとともに，一元的にリスクを管理することであると

認識すること． 

このような本質的安全設計に係わる事項をより具体化

するため，次に示す取り組みが推奨される． 

a) リスク登録のためのチェックリストを活用したデザ

インレビューの実施 

b) リスク情報を理解しやすいものとするため，また施工

者へ適切に申し送るため，設計図面へのリスク情報の記

載 

c) リスク情報をより高次元化するため，設計図面等を 3

次元又は 4 次元で描く BIM/CIM（Building Information 

 

 

図3 諸外国の建設プロジェクトの流れ（色の濃淡は安全衛生に対する関与の強弱を示す．）6) 
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Modeling / Civil Information Modeling）を用いたリス

ク情報の記載と施工段階でのアップデート 

d) フロントローディング等の積極的な活用（図 3 参照），

安全設計専門家又は安全衛生調整者の設置，有識者によ

る施工検討委員会の設置等 

e) 安全衛生に関する知識，実務経験，ノウハウ等を有す

る専門家等の教育システムの充実 

以上，本質的安全設計を達成するため，国内外の先行

的な好事例を積極的に活用することにより，日本の安全

衛生のさらなる向上を期待する． 

 

3)  諸外国における建設業の労働安全衛生の現状調査 

米国とドイツにおける建設業の労働安全衛生制度や，

アジア各国の労働安全衛生の現状を調査し，日本との比

較や制度の導入について検討した．その結果をまとめる

と，以下に示すとおりである． 

① 米国の PtD 

先述したように，米国では，建設プロジェクトのリス

クやハザードについて設計段階から検討することによ

り，これらを最小限にできるという考え方，PtD を提唱

している．PtD は，施設や設備の建設，製造，使用，保

守，廃棄に関連した危険とリスクを最小限にすることを

目的としたものであり，図 4 に示すように，設計の初期

の段階は工事の安全に及ぼす影響が大きく，その段階か

ら工事の安全を考えることにより，労働災害の防止に効

果的であるとともに，最終的には建設プロジェクト全体

のコストも減少するというものである．PtDに関しては，

日本でも類似の事例が多くあり導入しやすい考え方であ

る． 

②ドイツの安全衛生調整 

ドイツでは，EU 指令 8)に基づき，建設現場での安全衛

生保護施行規則 9)により，複数の雇用主の従業員が使用

されている建設現場については安全衛生調整者（コーデ

ィネーター）の任命が必要であることが明らかとなった．

「安全衛生調整」という考え方は，EU 指令に

よりドイツのみならず，英国の CDM やフラン

ス等の EU 各国の制度に取り入れられている．

ただし，日本に導入した場合に「安全衛生調整」

を誰が実施するか等が課題である． 

③アジア各国の建設業の安全衛生の現状 

図 5 に示すように，アジア各国の過去 10 年

間における建設業における労働者 10 万人当た

りの死亡者数の推移をみると， DfS（Design 

for Safety)11) という考え方を導入して設計段

階から安全衛生を検討しているシンガポール

は，日本に比べ死亡災害の発生率が低くなって

いる．プロジェクトの初期の段階から建設工事

のリスクの低減策を検討することにより，災害

防止に大きな効果を上げていると考えられる． 

また，アジア各国の労働災害発生状況を分析

すると，死亡災害は墜落・転

落と車両事故（交通事故）が

多く発生している．一方，死

傷災害はこれらに加え転倒

が多く発生している．今後

は，各国の労働災害情報の収

集方法を詳細に調査した上

で，日本とアジア各国の災害

発生状況を比較し，アジア労

働 安 全 衛 生 研 究 所 会 議

（AOSHRI）等を通じ，アジ

ア各国や日本企業等に情報

提供していく予定である． 

 

4)  各国の施策や規制の国

際動向における職業病統計

に関する調査 

①労働災害・職業病統計に関

する文献レビュー 

図4  PtDの概念図（文献7の図を翻訳したもの） 

 

建設プロジェクトの各段階

概要・基本設計 詳細設計 機材・物資の調達 施工 供用開始

高

低

安全に及ぼす
影響

コスト
資金に対する
不満・不備

図5 アジア各国の過去10年間における建設業における労働者10万人当たりの 

死亡者数の推移10) 
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ニュージーランド政府の The National Occupational 

Health and Safety Advisory Committee (NOHSAC)が

実施した各国の職業病統計の比較に関する報告 1)から，

職業性疾病と労働災害のサーベイランスの質向上のため

には，①専門家グループの設定，②職業性疾病と労働災

害のサーベイランスに関する独立ユニットの設置，③サ

ーベイランスのための独立機関の設置，④データ優先で

なく収集コンセプト優先システムの構築が重要であるこ

とが指摘された．これらの指摘は，わが国の今後の職業

性疾病統計の向上の際の参考となる．  

また，近年，欧州労働安全衛生機関（EU-OSHA）が労

働関連疾病の特定のための方法論に関するレビューを報

告している 12)．本レビューでは，既存の労働安全衛生警

報・監視システムが新しい労働関連疾病を確認すること

ができるかという視点と，そうしたシステムの特徴と，

その類型化を試みている．欧米を中心とした 26 か国の

合計 75 の監視システムが確認され，そのうち 50 のシス

テムについて，その類型化がなされた結果を図６に示し

た．なお，アジアからは韓国，台湾，シンガポールのシ

ステムが引用されている（日本のシステムはレビューに

含まれていない）． 

 

 

図 6 労働関連疾病の報告に関するシステムの類型化 

 

 EU-OSHA のレビューから，主に 4 つのシステムが見

いだされた．それは，①補償に基づくシステム，②主に

データ収集・統計目的に設計された補償と関係のないシ

ステム，③事象監視システム，④労働者・非労働者を対

象とした公衆衛生監視システムであった．世界的な疾病

負荷(Global burden of diseases)における職業性要因は，

労働条件の急激な変化が新たな職業性健康リスクや労働

関連疾病を発生させており，こうした新しい職業病を監

視することが早期発見・予防の観点から不可欠である．  

今後，独立した労働関連疾病サーベイランス機関等の

構築の必要性について，専門家集団と協力しながら進め

ることで，欧米と比較可能で対策を検討できるシステム

が構築できる可能性がある．すでに，過労死等について

は労災事案の詳細分析が過労死等防止調査研究センター

で開始されているところであり，積極的に労働関連疾病

を監視する独立した専門のサーベイランスを行う部門を

設置するなど検討できると考えられる．また，韓国，台

湾，シンガポールにおける職業性疾病サーベイランスシ

ステムから，我が国が学ぶことも必要と考えられる． 

② 各国の実情からみた職業病統計の課題 

第 6 回アジア労働安全衛生研究所会議（2016 年 10

月）、世界保健機関協力センター会議（2016 年 11 月）

等に出席し、アジア各国で課題となっている労災・職業

性疾病に関する情報を収集・公開し、各国のキーパーソ

ンと連携をすすめた。その結果，2017 年 6 月に日本で開

催された欧州労働衛生研究所所長会議としてのシェフィ

ールドグループミーティングでは，例えば過労死等に関

しては，長時間労働の定義，日本における労働態様と職

業性疾病，過労死等事案の性差や業種の違い等に関して

研究が必要である旨，討議がされた。また，前述した労

働災害・職業病統計に関する文献レビュー結果をもとに，

国内専門家から意見聴取を行った結果，①災害統計は不

十分でもデータの限界を説明した上で共有すること，②

休業 4 日ではなく休業 1 日からのデータを活用すること

がグローバル企業では有用なことなどが指摘された． 

 

――――――――――――――――――――――――― 
4 行政貢献と研究成果の普及 

――――――――――――――――――――――――― 

1) 第 13 次労働災害防止計画に反映 

労働安全衛生に関する国際 WS の提言等が，第 13 次

労働災害防止計画に反映された．具体的には，以下のと

おりである． 

①施工段階の安全衛生に配慮した設計の普及 

第 13 次労働災害防止計画 

４ 重点事項ごとの具体的取組 

（１）死亡災害の撲滅を目指した対策の推進 

ア 業種別・災害種別の重点対策の実施 

（ア）建設業における墜落・転落災害等の防止 

・ 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本

的な計画（平成 29 年 6 月 9 日閣議決定）に基づき，

国土交通省と緊密な連携の下に，請負契約における安

全衛生経費の適切な積算及び確実な支払いに関する施

策の検討・実施，施工段階の安全衛生に配慮した設計

の普及，中小建設業者の安全衛生管理能力の向上に向

けた支援等の取組を着実かつ計画的に実施する． 

②重篤な災害に対する原因究明及び同種災害の防止対策

を検討 

第 13 次労働災害防止計画 

４ 重点事項ごとの具体的取組 

（１）死亡災害の撲滅を目指した対策の推進 

イ 重篤な災害の防止対策 

・ 休業 6 か月以上の災害に係る労働者死傷病報告や事

故報告の分析を実施すること等により，死亡災害につ

ながるような重篤な災害を大幅に減少させるための対

策について検討する．また，独立行政法人労働者健康

安全機構労働安全衛生総合研究所と連携し，重篤な災

害に対する原因究明及び同種災害の防止対策を検討す

る． 

労
働
関
連
疾
病
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
シ
ス
テ
ム

補
償
に
基
づ
く

補
償
に
基
づ
か
な
い

限定的リスト

公開リスト

リストなし

主にデータ収集・
統計目的に設計
されたシステム

事象監視
警鐘的システム

労働者・非労働者
を対象とした公衆
衛生システム

全ての労働関連疾病

労働関連疾病の
特定グループ

労働関連疾病，
事故と傷害

全ての労働関連疾病

労働関連疾病の
特定グループ

全ての労働関連疾病

労働関連疾病の
特定グループ

スペイン：CEPROSS&PANOTRASTSS

ハンガリー：職業病登録システム
スイス：SUVA
ベルギー：職業病基金
フィンランド：フィンランド職業病登録（FRDD）

米国（ワシントン州）：SHARP（皮膚炎，喘息，筋骨格系
障害にターゲットを絞った3つのプログラム）
台湾：NODIS

英国：THOR-GP, OPRA, THOR-EXTRA
ノルウェー：RAS；仏：MCP, RNV3; 蘭：
NROD,PIM;西:ナバレ監視プログラム

英国：SWORD,EPIDERM,SIDAW(THOR)
南ア：SORDSA; 豪:SABRE; 加:OWRAS; 
仏:ONAP2, EpiNano; 伊:OCCAM
英国：Riddor;
シンガポール:IReport

米国：SENSOR, HHE; ベルギー・
蘭:SIGNAAL; 仏:GAST, OccWatch

米国：SENSOR農薬プログラム; ニュー
ジーランドNODS専門家パネル（がん，
呼吸器疾患，有機溶剤と化学物質）

英国：SWI自己報告労働関連疾病調査
アイルランド:四半期全国世帯調査

仏：TMS筋骨格系障害監視プログラム
フランス全国中皮腫監視プログラム;
米国:農薬疾病監視プログラムPISP
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2) 法令やガイドライン等の制定に協力 

 本研究や先行研究 13)等で得た，建設工事の計画や設計

段階からの労働災害防止対策に関する知見をもとに，法

令やガイドラインの制定のための委員会への参画や意見

交換に参加しその制定に協力した． 

①「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法

律」(2016) 

②「港湾工事おける大規模仮設工等の安全性向上に向けた設

計・施工ガイドライン」（国土交通省）(2017) 

③「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な

計画」(2017) 

 

3) 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

大会施設工事安全衛生対策協議会への協力 

 本研究で調査した，ロンドンオリンピック・パラリン

ピック関連工事の安全衛生活動等の情報を厚生労働省労

働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室に情報提供

し，厚生労働省が中心となって設置した「2020 年東京オ

リンピック・パラリンピック競技大会大会施設工事安全

衛生対策協議会」の運営に協力するとともに，同協議会

の構成員および幹事として参画した． 

 

4) 厚生労働省委託事業の実施 

 平成 30 年度厚生労働省委託事業 建設工事の設計段階

における労働災害防止対策の普及促進事業を受託し，同

事業の目的である建設工事の設計段階からの労働災害防

止対策の事例調査と，本研究の目的である諸外国の労働

安全衛生管理の制度調査と相互補完しながら報告書を作

成し，厚生労働省に提言した． 

 

5) アジア各国や日本企業への情報提供 

 本研究の成果は，アジア各国（特に ASEAN 諸国）や，

これらの国に進出している日本企業に情報提供した． 

①JICA の ASEAN 諸国向け技術指導 

2016 年と 2017 年に，JICA 短期派遣専門家としてマ

レーシアを訪問し，マレーシア・カンボジア・ラオス・

ミャンマー・ベトナムの労働安全衛生担当行政官に，建

設業及び中小企業における労働安全衛生管理の技術指導

を行い，本研究の成果を情報提供した． 

②ILO の国際トレーニングセンターに対する TV 講義 

2016 年に ILO の国際トレーニングセンターに対し，

Occupational safety and health management in the 

construction sector, OSH Best Practices in 

Construction Industry: Japan Perspectiveと題しTV講

義を行い, 開発途上国の労働安全衛生担当者に本研究の

成果を情報提供した． 

③APSS 2017 における Plenary Session の開催 

Asia Pacific Symposium on Safety 2017 (APSS 2017)

において Plenary Session を開催し，本研究の成果を公

表するとともに，韓国，中国，マレーシアの研究者と労

働安全衛生の課題について討議した． 

④AOSHRI への参画 

アジア労働安全衛生研究所会議（AOSHRI）の分科会

の一つである「Collaboration Research Project for 

Construction safety in Asia」のプロジェクトリーダー

に大幢が就任することとなり，アジア各国に本研究の成

果を公表するとともに，建設安全研究の方向性を検討す

ることとなった．また，同分科会の一つである

「Collaboration Research Project for Mental Health in 

Asia（プロジェクトリーダー：シンガポール人材開発省，

Dr. Gan）」に吉川が参画し，メンタヘルス分野での研究

手法立案等の調査に協力して行くこととなった． 

⑤シンガポール労働者健康安全研究所との交流 

日本の過労死等事案について認定基準に関する英文資

料等を作成し、シンガポール労働者健康安全研究所

（WSHI）の研究者と意見交換を行った。シンガポールを

はじめ ASEAN 諸国では，精神障害の労災認定は，特に自

殺等は労働災害として認定されておらず，日本の精神障

害の労災認定基準等は ASEASN 諸国に有用な情報を提供

することが確認された． 

⑥WHO と ILO への協力 

WHOと ILOの共同研究グループによる世界の職業病

推計に関する新しいプロジェクト「WHO/ILO joint 

methodology for estimating the work-related burden of 

disease and injury」(focal person, Dr Yuka Ujita)が開

始されており，本研究プロジェクトの研究成果等を踏ま

え，労働安全衛生総合研究所の研究者の参画について検

討し，WHO/ILO プロジェクトにおいて，日本の職業病

統計に関する情報を提供するとことを通じて職業病罹患

率の推計に関する国際共同研究に参加する方針となっ

た．担当としては当面，Long Working Hour による職業

性健康障害に関する領域に参加予定である． 

⑦アジア各国に進出する日本企業への情報提供 

 一般社団法人国際建設技術協会の第 5 回 「ODA 建設

工事現場におけるコンサルタントの安全管理能力向上研

修」において，英国の「労働安全衛生マネジメントにつ

いて」と題し講義を行い，アジア各国に進出する日本企

業に本研究の成果を情報提供した． 
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課題名：諸外国における労働安全衛生に関する施策や規制の動向調査と展開の検討 

平成 28 年度（2016 年） 

1 報告書 
大幢勝利(2016) 専門家業務完了報告書. カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム向け労

働安全衛生管理,JICA. 

2 

特別講演，パ

ネルディスカ

ッション等 

大幢勝利(2016)JICA 短期派遣専門家（カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム向け労

働安全衛生管理），マレーシア国立労働安全衛生センターでの建設業及び中小企業における

労働安全衛生管理の技術指導. 

3 

特別講演，パ

ネルディスカ

ッション等 

大幢勝利(2016)JICA 短期派遣専門家（カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム向け労

働安全衛生管理），マレーシア安全衛生庁での建設業における労働安全衛生管理の技術指導. 

4 

特別講演，パ

ネルディスカ

ッション等 

Katsutoshi Ohdo(2016)マレーシアにおける労働安全衛生国内会議（COSH2016)の講演, 

Construction Safety & Health and Prevention Culture in Japan. 

5 

特別講演，パ

ネルディスカ

ッション等 

Katsutoshi Ohdo(2016)The International Training Centre of the lLO に対する TV 講義, 

Occupational safety and health management in the construction sector, OSH Best 

Practices in Construction Industry: Japan Perspective. 

6 国内学術集会 

大幢勝利，吉川直孝，豊澤康男 (2016) 2012 年ロンドンオリンピック・パラリンピック関連

工事の安全衛生活動について．土木学会平成 28 年度全国大会，第 71 回年次学術講演会講演

概要集，pp. 125-126. 

7 
国内規格等の

発行協力 

「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」(2016) 

8 
国内規格等の

発行協力 

「港湾工事おける大規模仮設工等の安全性向上に向けた設計・施工ガイドライン」（国土交通省）

(2017) 

平成 29 年度（2017 年） 

1 著書・単行本 
大幢勝利(2017) 922 建設労働災害・労働環境. 日本土木史 平成 3 年～平成 22 年 -1991～

2010-, 公益社団法人土木学会, pp. 1544-1546. 

2 報告書 
大幢勝利(2017) 専門家業務完了報告書.マレーシア・ カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベ

トナム向け労働安全衛生管理,JICA. 

3 総説他 

吉川直孝，豊澤康男，大幢勝利，平岡伸隆(2018) 海外から見た日本の土木安全対策の課題と

今後の動向，安全衛生コンサルタント，一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会，

Vol.38，No. 125，pp.20-28. 

4 総説他 

大幢勝利，日野泰道，吉川直孝(2017)諸外国における労働安全衛生に関する施策や規制の動

向調査と展開の検討－労働安全衛生に関する国際ワークショップの開催－. 平成 29 年度版 

建設業安全衛生年鑑，p.46. 

5 研究所出版物 
大幢勝利(2017)「労働安全衛生に関する国際ワークショップ」開催報告(2017 年 4 月 7 日）, 

安衛研ニュース, No.101. 

6 

特別講演，パ

ネルディスカ

ッション等 

大幢勝利(2017)JICA 短期派遣専門家（カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム向け労

働安全衛生管理），マレーシア国立労働安全衛生センターでの建設業及び中小企業における

労働安全衛生管理の技術指導. 

7 

特別講演，パ

ネルディスカ

ッション等 

大幢勝利(2017)JICA 短期派遣専門家（カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム向け労

働安全衛生管理），マレーシア安全衛生庁での建設業における労働安全衛生管理の技術指導. 

8 

特別講演，パ

ネルディスカ

ッション等 

吉川直孝(2018) ハザードとリスクの話～建設業界で活躍されるであろう学生さんに知ってお

いていただきたいこと～，東京都市大学 平成 29 年度 地盤環境工学研究室卒業論文発表

会＆SKG 発表会にて基調講演. 

9 国際学術集会 

Katsutoshi Ohdo(2017) OSH BEST PRACTICES IN JAPANESE CONSTRUCTION. XXI 

World Congress on Safety & Health at Work 2017, POSTER PRESENTATION, 

Singapore. 

10 国際学術集会 Katsutoshi Ohdo(2017) Best Practices in Construction Industry and Future Vision for 
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Occupational Safety and Health in Japan, Plenary Session, Asia Pacific Symposium on 

Safety 2017 (APSS 2017). 

11 国内学術集会 
大幢勝利(2017) 計画・設計・施工を通した土木工事の安全と i-Construction. 安全工学シン

ポジウム 2017, 講演予稿集, pp. 166-167. 

12 国内学術集会 

大幢勝利, 吉川直孝, 高橋弘樹, 豊澤康男 (2017) 計画・設計段階から考える工事安全の海外

事例調査. 土木学会平成 29 年度全国大会, 第 72 回年次学術講演会講演概要集, Ⅵ-056, pp. 

111-112. 

13 
国内規格等の

発行協力 

「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」(2017) 

14 
国内規格等の

発行協力 

「第 13 次労働災害防止計画」(2018) 

平成 30 年度（2018 年） 

1 原著論文 

吉川直孝, 大幢勝利, 豊澤康男, 平岡伸隆, 濱島京子, 清水尚憲(2019) 機械分野の安全学から

見た建設業における安全衛生の課題と今後の方針に関する提案. 土木学会論文集 F6(安全問

題) , Vol.75, No.1, pp. 1-11. 

2 総説他 
大幢勝利(2018) 建設現場の安全衛生改善に向けた取り組み. 建設マネジメント技術編集委員

会, 建設マネジメント技術，2018 年九月号, p. 5, 東京, 経済調査会. 

3 総説他 
吉川徹（2018）産業安全保健国際協力の経験と今後への期待：特集広がる産業安全保健の国

際協力．労働の科学 73(8):24-29. 

4 総説他 

大幢勝利，吉川直孝，平岡伸隆，豊澤康男(2018)諸外国における労働安全衛生に関する施策

や規制の動向調査と展開の検討－計画・設計段階から考える工事安全に関する海外の好事例

調査－. 平成 30 年度版 建設業安全衛生年鑑，p.58. 

5 総説他 
吉川直孝，平岡伸隆，大幢勝利，豊澤康男(2018) 日本の建設業における安全衛生の課題，平

成 30 年版 建設業安全衛生年鑑，建設業労働災害防止協会，p.59. 

6 報告書 

大幢勝利, 高木元也, 高橋弘樹, 吉川直孝, 平岡伸隆, 豊澤康男(2019) 平成 30 年度厚生労働

省委託事業 建設工事の設計段階における労働災害防止対策の普及促進事業 報告書. 労働安

全衛生総合研究所. 

7 

特別講演，パ

ネルディスカ

ッション等 

大幢勝利(2018)一般社団法人国際建設技術協会 第 5 回 「ODA 建設工事現場におけるコン

サルタントの安全管理能力向上研修」 英国の労働安全衛生マネジメントについて. 

8 

特別講演，パ

ネルディスカ

ッション等 

Katsutoshi Ohdo(2018)Collaboration research project for Construction safety in Asia, 

AOSHRI2018. 

9 

特別講演，パ

ネルディスカ

ッション等 

Katsutoshi Ohdo(2018)マレーシアにおける The 5th Scientific Conference on Occupational 

Safety and Health (SciCOSH2018)の講演, Recent Trend of OSH in Japanese 

Construction Industry. 

10 

特別講演，パ

ネルディスカ

ッション等 

吉川直孝(2018) 国内および海外の建設業における労働安全衛生の最近の話題，日本橋梁株式

会社 工事安全衛生協力会 平成 30 年度勉強会. 

11 国際学術集会 

Katsutoshi Ohdo(2018)The Effect of Fall Prevention Methods for Construction Scaffolds 

in Accident Prevention, Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on 

Safety Management and Human Factors, Advances in Safety Management and Human 

Factors, Florida, USA, pp. 306-314. 

12 国際学術集会 

Toru Yoshikawa, Kazutaka Kogi (2018) 1667e How we promote participatory 

multifaceted workplace improvements for avoiding overstrained work known as ‘karoshi’. 

Occupational and Environmental Medicine, 75 (Suppl 2) A302; DOI: 10.1136/oemed-

2018-ICOHabstracts.864. 

13 国際学術集会 

Toru Yoshikawa, Kazutaka Kogi (2018) 1719e Intercountry networking occupational 

health services in Japan and Asia. Occupational and Environmental Medicine, 75 

(Suppl 2) A226-A227; DOI: 10.1136/oemed-2018-ICOHabstracts.641. 

14 国内学術集会 大幢勝利，吉川直孝，高橋弘樹，豊澤康男(2018) 設計から考える建設現場の安全対策の海外
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事例. 安全工学シンポジウム 2018，講演予稿集, pp. 150 - 153, 東京, 安全工学会. 

15 国内学術集会 

大幢勝利，吉川直孝，平岡伸隆，豊澤康男 (2018) 計画・設計段階から考える工事安全の

海外の法制度と効果．土木学会平成30年度全国大会，第73回年次学術講演会講演概要集，

Ⅵ-516，pp. 1031-1032. 

16 国内学術集会 
吉川直孝，大幢勝利，豊澤康男，平岡伸隆(2018) 建設業におけるハザードとリスクについ

て，安全工学シンポジウム2018，講演予稿集, pp.164-167. 

17 報告等 
吉川徹, 堀江正知(2018)産業保健国際関連ニュース 第32回国際産業保健学会(The 32nd I

COH Congress,ダブリン)の報告, 産業医学ジャーナル, Vol.41, No.5, pp.74-79. 

 




